
関係機関連携による支援の実践例（ワンストップ＆トータルな支援）

資料 ５－４

☆心の教育センターは子どもに関する全ての相談を一元的に受理し、関係機関との連携を図りな
     がら課題解決まで支援！

＜事案例＞
　 法務局に設置されている「子どもの人権１１０番」に学校におけるいじめに関する電話相談があり、法務局から
心の教育センターへ情報提供及び今後の支援の連携に関する要請があった。
（※心の教育センターと学校との連携で、当該生徒が療育福祉センターの支援も受けていることが判明した。）

　

 心の教育センター

相談者（本人・保護者） 法務局（人権擁護課）
◆いじめ事案への対応
◆学校への調査の実施

①

②

◆相談の受理
　○児童生徒・保護者・学校関係者・関係機関　等

◆所内会・情報共有（ケースカンファレンス）
　○所長、チーフ、ＳＣ、ＳＳＷ、指導主事、相談員

◆相談事象のアセスメント
　○ＳＣスーパーバイザー・ＳＳＷ等の「見立て」

◆具体的な支援策及び担当者の決定
　○学校及び関係機関との連絡・調整　等

◆具体的支援の開始
　○相談者への継続カウンセリング　
　○ＳＣ・指導主事等による訪問支援（緊急事案）
　○校内支援会への参加・助言
　○関係支援機関との支援会議（ケース会議）　
　○学校等配置ＳＣ・ＳＳＷへの助言・指導

県警少年サポートセンター

◆相談受理
◆助言・指導・カウンセリング
◆関係機関との連携

◆各警察署との連携

②④

療育福祉センター
◆これまでの支援の経過
◆当該学校との連携
◆校内支援会への参加　等

 
◆実態調査等の実施
◆個人面談の実施

当該学校

＜校内支援会＞
○組織の情報共有
○学校配置ＳＣ等の「見立て」
○学校の具体的支援策の策定
○関係機関との連携
○支援の実施・検証・見直し

 
◆当該学校への人的支援
◆地域支援ネットワークの活用

市町村教委

③
④

⑤

⑥

⑦

　　⑤　⑥

①相談者からの問題提起
②情報提供・支援協力依頼
③当該学校への調査依頼
④状況報告
⑤学校への実態調査
⑥学校からの支援要請
⑦ＳＣ・ＳＳＷ等の派遣

※＜ ①～ ⑦の具体的内容＞

②
④


